
叩叩叩叩きききき台台台台（（（（素案素案素案素案）））） 資料資料資料資料３３３３

第第第第 ２２２２ 部 計画部 計画部 計画部 計画のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

１１１１ 基本理念基本理念基本理念基本理念

計画全体の強力な推進を図るため、県は、「障害者の生活の質の向上」、「障

害者の社会参加と就労の促進」、「障害者の安心の確保」という３つの課題に

重点的に取り組み、「障害者が誇りをもって人生を歩むことができる地域社会

の実現」と「社会全体が障害者を大事な一員として包み込み、支える地域社

会の実現」を目指します。

「障害者が誇りをもって人生を歩むことができる地域社会の実現」とは、障

害のある人が、地域生活の中で自らの選択・決定の下、就労や教育、スポー

ツ、芸術文化活動など様々な社会経済活動に参加をし、個性を発揮しながら

いきいきと暮らせる社会の実現、「社会全体が障害者を大事な一員として包み

込み、支える地域社会の実現」とは、誰もが住み慣れた地域で、互いの個性

と人格を尊重し合い、思いやりに満ちた、みんなが協働し、支えあう社会の

実現を目指します。

２２２２ 基本的基本的基本的基本的なななな方向性方向性方向性方向性

県は、前節に掲げた理念を実現するために、次の３つの施策を柱として、

具体的な取り組みを行います。

ⅠⅠⅠⅠ 障害者障害者障害者障害者のののの生活生活生活生活のののの質質質質のののの向上向上向上向上

○県は、障害のある人が地域で自立した生活をするために、乳幼児期から

高齢期までのライフステージにより変化するニーズに応じた、支援体制

を構築します。

○県は、利用者本位の考え方に立って、個人の多様なニーズに対応できる

相談支援体制を整備するため、相談支援事業者や地域自立支援協議会の

活用など、市町村における相談支援の充実や各種相談支援の総合的な窓

口を整備します。

○障害のある子ども一人ひとりのニーズに応じた教育を実施するため、就

学前教育の充実や子どもの状況に応じた個別の教育支援計画・指導計画

を策定するなど一人ひとりの教育ニーズに応じた特別支援教育の充実及
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び特別支援学校の地域におけるセンター的役割の強化を図ります。

○障害のある人が地域で自立した生活を送るためには、居住の場となる住

まいの確保が重要です。そのため、グループホームやケアホーム等の地

域居住の場を確保するとともに、公営住宅等のバリアフリー化や民間賃

貸住宅の入居に必要な支援を行い、住み慣れた地域で安心して暮らすこ

とができるよう一般住宅への入居を推進します。

○重症心身障害児（者）や重度の知的・精神障害者の人が、住み慣れた地

域でその家族と安心して暮らすためにはニーズに応じた支援をする体制

が必要です。障害のある人やその家族の生活の質の向上を図るために、

地域の実情を踏まえながら、ショートステイについて充実させるよう努

めます。

ⅡⅡⅡⅡ 障害者障害者障害者障害者のののの社会参加社会参加社会参加社会参加とととと就労就労就労就労のののの促進促進促進促進

○障害のある人が安心して地域で暮らし、社会参加を進めていくため、県

は、すべてのライフステージを通じて、生きがいや社会参加を促進する

スポーツ、芸術文化活動、生涯学習活動など多様な活動に主体的に参加

していく環境の整備に努めます。

○障害のある人が地域でいきいきと生活するため、就労を通じた社会参加

を実現するとともに、障害のある人がその能力と適正に応じて、可能な

限り仕事に就くことができるよう、県は、職場適応に向けた支援や職業

能力の習得などの取り組みを行い、職業的自立を図ります。

○障害のある人が地域で安心して暮らし、生活の質を向上させるためには

働く場の確保が重要であり、県庁における障害者雇用の充実や県が企業

と福祉分野の架け橋となり障害者雇用モデルの確立を図るなど、障害の

ある人の働く場の開発や障害者雇用にかかる理解の促進を図ります。

○県では、公的機関による障害者福祉施設や特例子会社からの優先的な物

品調達や役務調達を行うとともに、民間企業も含めた関係機関による就

労に関する様々な体験の場の提供を行い、障害者応援システムづくりを

進めます。

○障害のある人が一人で安心して暮らすことができるよう、県は、各種障

害者手当や年金等の充実を進めます。
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ⅢⅢⅢⅢ 障害者障害者障害者障害者のののの安心安心安心安心のののの確保確保確保確保

○県は、障害のある人に対して、適切な保健サービス、医療、リハビリテ

ーション等を実施し、安心の確保を図るとともに、障害の原因となる疫

病等の予防、治療が可能なものについては、これらに対する保健・医療

サービスの適切な提供を図り、障害の予防・早期発見・早期治療を進め

ます。

○障害のある人が地域でいきいきと生活するため、県は、適切な福祉サー

ビス等の支援とあわせて、社会参加を制約する環境要因を取り除く「総

合的なバリアフリー」の取り組みを進めます。

○県は、住宅、道路、公共交通機関、公共空間などのバリアフリー化を進

めるとともに、全ての人が自由に活動し、生活できる社会づくりを進め

ます。

○県は、防災知識の普及や障害のある人に配慮した避難誘導等の整備を行

うとともに、お話ファックス（警察への相談等）相談体制の一層の充実

を行い、障害のある人が安心して地域で暮らせる地域づくりを進めます。

○県は、障害に対する理解の不足による偏見や誤解をなくすため、地域に

おけるさまざまな交流と参加の場をとおして、心のバリアフリー化を進

め、互いに尊重し合う社会を目指します。
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第第第第 ３３３３ 部 基 本 的部 基 本 的部 基 本 的部 基 本 的 なななな 障 害 者 施 策障 害 者 施 策障 害 者 施 策障 害 者 施 策 のののの 方 向方 向方 向方 向

１１１１．．．．基本編基本編基本編基本編

ⅠⅠⅠⅠ．．．．障害者障害者障害者障害者のののの生活生活生活生活のののの質質質質のののの向上向上向上向上

〔障害者の生活の質の向上の施策体系〕

１１１１．．．．オーダーメイドオーダーメイドオーダーメイドオーダーメイドのののの個別支援個別支援個別支援個別支援システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築

① 個別支援計画に基づく支援システムづくり

２２２２．．．．本人本人本人本人とととと家族家族家族家族をををを支支支支えるえるえるえる相談機能及相談機能及相談機能及相談機能及びびびび福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの充実充実充実充実

① 自立支援協議会の活性化

② 相談支援体制の充実

③ 福祉サービスの充実

３３３３．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの充実充実充実充実

① 地域で共に学ぶための環境整備

② 特別支援教育の充実に向けた取り組み

③ 進路指導の充実と職場開拓の促進

④ 特別支援学校卒業後の自立プログラム

４４４４．．．．住住住住まいのまいのまいのまいの確保確保確保確保

① グループホームの質・量の充実

② 障害者向住戸の確保

５５５５．．．．障害者障害者障害者障害者をををを支支支支えるえるえるえるレスパイトサービスレスパイトサービスレスパイトサービスレスパイトサービスのののの充実充実充実充実

① ショートステイ床の確保
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１１１１．．．．オーダーメイドオーダーメイドオーダーメイドオーダーメイドのののの個別支援個別支援個別支援個別支援システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○障害の状態は、環境や年齢で大きく変化し、それに対応してケア、訓練、

教育を関係機関が連携して実施する必要があります。現在は乳幼児は医療

機関、児童相談所、障害児福祉施設、７才から１８才までは特別支援学校、

小・中学校（特別支援学級）、１８才以降は障害者福祉施設（介護、訓練）、

企業等、段階により対応の機関がばらばらとなっております。

○特別支援教育においては、教育要領に基づき生徒ごとの「個別の教育支援

計画」の策定を実施しています。障害者福祉においては、ケアマネジメン

トを市町村が行い、ケアプランを策定することとなっていますが、策定率

が低い状況となっております。

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 個別支援計画個別支援計画個別支援計画個別支援計画にににに基基基基づくづくづくづく支援支援支援支援システムシステムシステムシステムづくりづくりづくりづくり

○県は、生まれたときから成人まで、一貫した個別支援計画に基づく支援

システムづくり（乳幼児→小学校→中学校→特別支援学校→訓練期間→

就労）を構築し、保健、教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し

て、ライフステージに応じた総合的な総合相談・支援体制の整備を図り、

支援の質を向上させます。

○県は、利用者一人ひとりに対する適切な支援計画を策定できる技術を身

につけた相談支援専門員や、重度重複障害者に対応できる専門職員を養

成確保するなど、職員の質の向上を図るため、県が実施する研修会への

参加等を積極的に働きかけます。あわせて、障害の特性に応じた適切な

支援技術の習得のための支援を取り組みます。

２２２２．．．．本人本人本人本人とととと家族家族家族家族をををを支支支支えるえるえるえる相談機能相談機能相談機能相談機能のののの充実充実充実充実

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○障害のある人のライフステージに応じた相談支援を行うため、福祉、医療、

教育、雇用等関係機関が情報の共有を図り、協働して相談支援のあり方に

ついて協議する「地域自立支援協議会」の充実が求められます。

○相談内容に的確に対応するため、関係機関のネットワークづくりを行う県

自立支援協議会が設置され、調整業務を行う圏域マネージャー及び圏域代
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表を福祉圏域ごとに配置しています。

○障害のある人が行政に対して、障害者に必要な相談や情報を提供する体制

の充実を求める声が多くあり、障害者福祉サービスを適切に利用されるた

めにも、それらのサービスについてのわかりやすい情報提供がなされてい

る必要があります。併せて、身近な場所で相談支援体制が整っている必要

があります。

○相談支援従事者は、障害のある人の多様なニーズとライフサイクルに応じ

た総合的な支援を行うことができるよう、専門的な援助方法を使いこなす

技術を身につける必要があります。

○居宅介護や生活介護などを中心に、様々な障害福祉サービスが利用

されていますが、今後サービスを利用したいという人の割合が現在

サービスの利用をしている人の割合よりも高くなっています。障害

のある人が自立した地域生活や社会生活を送るためにも、地域の実

情に応じた障害福祉サービスを計画的に提供する必要があります。

○すべての施設が地域生活支援の拠点として機能していくために、情報提供

機能、グループホーム運営のためのバックアップ機能、さらにはショート

ステイ、デイサービスなどの居宅サービス機能の強化を図っていく必要が

あります。

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 自立立支援協議会自立立支援協議会自立立支援協議会自立立支援協議会のののの活性化活性化活性化活性化

○市町村において、相談支援事業をはじめ地域の障害福祉に関する体制づ

くりなどを協議する場として地域自立支援協議会を設置する必要があり、

県としては地域自立支援協議会の活動に積極的に関与するとともに、相

談支援事業者等関係機関の能力向上のための研修を行うなど支援を行い

ます。

○県は、障害のある人のライフステージの全段階において、生活上の様々

な課題に対応できるよう、福祉、医療、教育、就労の各関係機関が地域

の課題を協働して解決方策の検討を行う地域自立支援協議会の充実を図

ります。

○県自立支援協議会は、各地域における地域自立支援協議会の状況を把握

・評価し、地域における相談支援体制づくりを促進します。
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○地域自立支援協議会で行われた困難事例のケース検討を踏まえ、県自立

支援協議会においては、具体化した課題や緊急的な課題をワーキングチ

ーム等において対応し、奈良県障害福祉施策の方向性を協議し、示して

いきます。

○相談支援に関する専門的な支援を行うため、県は圏域マネージャー・圏

域代表を各圏域に配置し、地域自立支援協議会などで地域のネットワー

ク構築に向けた助言などの支援や相談支援体制の状況把握・評価を行い

ます。

②②②② 相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制のののの充実充実充実充実

○障害者ケアマネジメントの普及については、県は相談支援従事者研修の

充実及び研修修了者のフォローアップに加えて、ピアカウンセリングの

担い手となる人材の養成に努めます。

○市町村の相談支援体制の機能を強化するため、県は圏域マネージャー及

び圏域代表を設置し、相談支援のネットワーク化及び相談支援体制の充

実を支援します。

○相談窓口の整備については、障害福祉圏域や人口規模等を勘案し、県は

圏域マネージャー・圏域代表、障害者就業・生活支援センター及び療育

発達コーディネーターを１箇所に集め、それぞれの役割を果たしながら、

常に緊密な連携を図り、総合的な相談支援の窓口を整備します。

○県は、高次脳機能障害や発達障害をもつ人と家族に対する専門的

支援を行うため、高次脳機能障害支援センター及び発達障害者支援

センター（でぃあー）を設置し、各種相談支援やネットワークの構

築、普及啓発事業を行います。

○相談窓口において必要な情報がすぐに得られるよう、県のホームページ

の充実等、インターネットによる情報提供システムの整備のほか、点字

や音声などの情報についても整備を行います。

③③③③ 福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの充実充実充実充実

○県は、施設入所者の生活の質の向上をめざし、「住まい、日中活動、余暇

活動、医療との連携、移送支援、生涯学習」など、生活要素の充実に向

けた検討と法人に対する働きかけを進めます。
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○障害のある人が、生活環境や障害の状況に応じて必要な障害福祉サービ

スを受けることができるよう、奈良県障害福祉計画（第２期計画）と相

まって、グループホーム、ケアホーム等の居住の場、自立訓練事業や就

労継続支援事業などの日中活動の場などの多様なサービス基盤の整備を、

県は計画的に取り組みます。

○すべての施設が地域生活支援の拠点として機能するため、県はグループ

ホーム等運営のバックアップ機能を充実させ、あわせて施設と地域が一

体となったグループホーム等の整備を支援するとともに、ショートステ

イやデイサービスなど居宅サービスの積極的展開に向け働きかけます。

○県は、障害のある人の充実した日中活動の支援に取り組むため、

通所施設の整備を図ります。

○障害者自立支援法では、ＮＰＯ法人等が日中活動等のサービスを提供す

ることができ、民家や空き店舗等などを活用して実施できるよう規制緩

和がなされました。県は、ＮＰＯ法人のサービス提供事業への参入を促

し、障害のある方が多様なサービスを選択できるようにします。

○身体障害のある人の日常生活の便宜や社会参加の促進を図るため、市町

村が実施する各種福祉機器のあっせん・紹介や、障害に応じた補装具の

給付に対して、県は支援を行います。

○福祉サービスの評価については、「利用者の視点が含まれているか」「評

価の過程や結果がサービス改善につながるものとなっているか」という

点に十分に配慮しながら、すべての障害者が良質なサービスを受けるこ

とができるよう、県は第三者評価の実施に向けた取り組みを支援し、福

祉サービスの質の向上を進めます。

３３３３．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの充実充実充実充実

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○特別支援学校は、地域のセンター的役割を担う学校として位置づけられる

とともに、職員の指導力の向上など資質の向上に向けた取り組みも求めら

れています。
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○特別支援学校卒業後は障害状態により発達状態もまちまちであり、ゆっく

りと社会常識、マナー、就労能力を獲得していくことも必要と考えられま

す。

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 地域地域地域地域でででで共共共共にににに学学学学ぶためのぶためのぶためのぶための環境整備環境整備環境整備環境整備

○障害のある子どもの就学前教育については、本人の発達の促進や家族の

負担軽減、さらには相互理解を図る上でも、県は地域の幼稚園や保育所

における障害児受け入れのための環境整備を進めます。

○学齢期の人たちの放課後と長期休暇における安全で健やかな居場所を確

保するため、県は市町村とも連携し、地域の方々の参画を得ながら、放

課後子どもクラブや放課後子ども教室、児童館等への受け入れ体制の充

実を図ります。

○県は、障害のあるなしにかかわらず、地域で共に育ち、共に学んでいけ

る環境整備を進め、ともに学習する機会の提供に努めます。

②②②② 特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの充実充実充実充実にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ

○県は、特別支援教育の充実のため、人員の配置及び質の向上に向けた取

組や、各学校におけるハード面の整備・充実を図ります。

○県は、特別支援学校の適正な配置と整備を進めるとともに、地域

の特別支援教育のセンター的役割を担う学校として位置づけ、その

強化を図ります。

○福祉と教育の一層の連携を図るため、県は特別支援教育コーディ

ネーターの養成を図りながら、乳幼児期から学校卒業後までの一貫

した教育相談に積極的に取り組みます。

○特別支援教育の理念の実現のため、県は教職員の指導力の向上を

図る研修の実施や、様々な障害に対する適切な対応など、専門性の

向上を図るための取り組みを進めます。

○県は、特別支援学校のみならず、幼・小・中・高等学校に在籍する支援

の必要な生徒に対して、教育上の目標や内容、方法を明らかにした「個

別の指導計画」を作成し、一人ひとりのニーズに応じた一貫した支援を

行います。
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○特別支援学校においては、長期休業期間中における学校外体験活

動の充実に努め、あわせて生活力を高める教育を実施します。

○特別支援学校において、医療的ケアを必要とする児童生徒につい

ては、安心して学校生活が送れるよう、看護師免許所有講師の適

正な配置を進めます。

③③③③ 進路指導進路指導進路指導進路指導のののの充実充実充実充実とととと職場開拓職場開拓職場開拓職場開拓のののの促進促進促進促進

○県は、進路指導を充実させるため、企業、労働、福祉機関と一層

の連携強化を図りながら、実践的な職業教育を充実させ、働く意欲

を高めるとともに、職場開拓を促進します。

④④④④ 特別支援学校卒業後特別支援学校卒業後特別支援学校卒業後特別支援学校卒業後のののの自立自立自立自立プログラムプログラムプログラムプログラム

○特別支援学校卒業後直ぐに自立するのではなく、就職するまでに社会適

応訓練（インターン期間）を実施します。（奈良県独自の自立支援プログ

ラムの実施）

４４４４．．．．住住住住まいのまいのまいのまいの確保確保確保確保

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○ノーマライゼーションの理念のもと、長期の施設入所者等の地域移行を促

進するために、グループホームやケアホーム等の地域居住の場や就労継続支

援などの日中活動の場を確保する必要があります。また、知的障害者や精

神障害者を中心に、将来の住まいの場としてグループホームやケアホーム

の整備が望まれています。

○障害のある方が自立に向けて民間賃貸住宅を活用する場合、バリアフリー

住宅が少ない、保証人がみつからない、障害者の入居に対する理解が低い

などの様々な問題があります。

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① ループホームループホームループホームループホームのののの質質質質・・・・量量量量のののの充実充実充実充実

○障害のある人が地域移行を行うため、グループホーム・ケアホームの役

割は重要です。県は、グループホーム等の立ち上げのため「グループホ

ーム・ケアホームへの移行促進事業」（グループホーム・ケアホーム立ち
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上げのための経費の一部を補助）等を実施し、グループホーム・ケアホ

ームの一層の確保を図ります。

○障害者自立支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者で、グループ

ホーム・ケアホームを行うものは公営住宅を使用することができること

となっています。県は、公営住宅の空き家の状況確認やグループホーム

・ケアホームとして利用するための改良工事を行う等、公営住宅のグル

ープホーム・ケアホームとしての活用の促進に努めます。

②②②② 障害者向住宅障害者向住宅障害者向住宅障害者向住宅のののの確保確保確保確保

○県は、障害特性や障害のある人のニーズに対応した公営住宅の整備を推

進するとともに、民間住宅についても、誰もが安心して暮らすことので

きる住宅の建設やバリアフリー化のための相談体制の充実に努めます。

○県は、公営住宅の改築等に当たっては、一定割合を障害者用に割り当て

ていき、住宅の確保を図ります。

○賃貸住宅等を希望する場合に、円滑に居住することができるよう、県や

支援団体（ＮＰＯ・社会福祉法人等）及び仲介事業者等が連携して入居

可能な民間賃貸住宅の登録情報の提供及び居住支援を行う「あんしん賃

貸支援事業」を活用するなどして、必要な情報提供と入居までのサポー

トを実施します。

○賃貸住宅による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居を希

望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な方に対して、

県は市町村が実施する市町村地域生活支援事業の「住宅入居等支援事業」

（居住サポート事業）の立ち上げ・拡充を支援するなど、住まいの場の確保

に努めます。

５５５５．．．．障害者障害者障害者障害者をををを支支支支えるえるえるえるレスパイトサービスレスパイトサービスレスパイトサービスレスパイトサービスのののの充実充実充実充実

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○重症心身障害児（者）の状態やニーズに応じたサービスが提供されるよう、

適切なサービスを充実させる必要があります。また、在宅の重症心身障害

児（者）、重度の知的・精神障害者の方が、地域で家族と安心して暮らせ

るようにショートステイ床を確保する必要があります。

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性



12

①①①① ショートステイショートステイショートステイショートステイ床床床床のののの確保確保確保確保

○県は、重症心身障害児（者）の状態やニーズに応じたサービスが提供され

るよう、サービスの充実に努めます。特に在宅の方が安心して地域で暮ら

せるよう、県は市町村と連携してニーズの把握等を行い、必要数を見極め

たショートステイ床の確保を図ります。
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．障害者障害者障害者障害者のののの社会参加社会参加社会参加社会参加とととと就労就労就労就労のののの促進促進促進促進

〔障害者の社会参加と就労の促進の施策体系〕

１１１１．．．．企業企業企業企業・・・・地域地域地域地域とととと障害者障害者障害者障害者がつながるがつながるがつながるがつながるシステムシステムシステムシステムづくりづくりづくりづくり

① 障害者の社会参加の促進

② 障害者の雇用の促進

③ 障害福祉版アドプトプログラム

④ 「農障工」連携

２２２２．．．．障 害 者 雇 用障 害 者 雇 用障 害 者 雇 用障 害 者 雇 用 モ デ ルモ デ ルモ デ ルモ デ ル のののの 確 立確 立確 立確 立

① 県主導による障害者雇用モデルの開発・実践

② 事業所としての県庁の雇用実践

③ 企業による障害者雇用の推進

④ 福祉的就労への支援

３３３３．．．．公 的 機 関公 的 機 関公 的 機 関公 的 機 関 に よ るに よ るに よ るに よ る 障 害 者 応 援障 害 者 応 援障 害 者 応 援障 害 者 応 援 シ ス テ ムシ ス テ ムシ ス テ ムシ ス テ ム づ く りづ く りづ く りづ く り

① 公的機関の発注拡大

② 公共機関・大企業によるインターンシッププログラム

４４４４．．．．障 害 者障 害 者障 害 者障 害 者 のののの 所 得所 得所 得所 得 のののの 確 保確 保確 保確 保

① 各種障害者手当・年金等の充実
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１１１１．．．．企業企業企業企業・・・・地域地域地域地域とととと障害者障害者障害者障害者がつながるがつながるがつながるがつながるシステムシステムシステムシステムづくりづくりづくりづくり

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○障害のある人の機能回復や健康増進を図り、生きがいを創出するため、障

害のある人が地域の人々と一緒に楽しむことのできるスポーツ・レクリエ

ーション・文化活動・生涯学習の振興に取り組む必要があります。

○障害のある人が気軽にスポーツや芸術文化等に親しむことができるよう、

身近な場所での機会の提供などの支援が必要となります。

○障害のある人が芸術文化に親しむ機会を増やすため、質の高い鑑賞の機会

を提供し、当事者の活動を支援するなど、多様な場面での企業の支援が期

待されます。

○障害のある人が地域で生活していくためには、公的サービスの整備のみな

らず、コミュニティにおける住民の「共助」の仕組みが必要とされていま

す。地域における自発的な取り組みを継続させていくためには、活動の機

会と場を確保することが重要です。

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 障害者障害者障害者障害者のののの社会参加社会参加社会参加社会参加のののの促進促進促進促進

○県は、社会参加促進のためのチャリティー、手作り市、まつり等の開催

を行い、地域の人との相互交流を通じた理解の促進を図ります。

○県は、障害者福祉センターを拠点とした社会参加の場を広げ、スポーツ

やレクリエーションを中心とした交流を促進します。

○県は、障害者用スポーツ種目の普及、指導者の養成、スポーツボランテ

ィアの確保・派遣等、重度の障害のある人も参加しやすいよう、地域に

おける身近な障害者スポーツの振興に努めます。

○県は、競技スポーツ選手の能力の強化に取り組むとともに、各種スポー

ツ大会や競技会等への参加を促進します。

○県は、「障害者作品展」や障害者団体等が取り組む文化活動など、多様な

場面での機会の提供や情報発信に努め、あらゆる年齢層を対象とした自

主的な芸術・文化活動の振興を図ります。
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○県は、福祉に関する重要な施策を検討する委員会などでは、当事者参画

を原則とした委員構成を進めます。

○施設入所者の地域移行を段階的に進めるため、県は自活訓練事業の活用

推進、地域生活を体験できる場の提供等、地域移行をめざした総合的な

システムの検討を行い、地域生活を円滑に進めるための条件整備に取り

組みます。

②②②② 障害者障害者障害者障害者のののの雇用雇用雇用雇用のののの促進促進促進促進

○県は、労働局及び奈良障害者職業センターと連携を行い、トライアル雇

用やジョブコーチ等の積極的な活用を進めるとともに、職場適応に向け

た支援を進めます。

○県は、企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等を活用して、障害のある方が

居住する地域において、就職に必要な知識・技能を習得する機会の拡充

に努めます。

○県は、短時間就労、グループ就労、在宅就労等の多様な働き方を広めて

いくとともに、就職後のフォローアップ等による就労の安定と継続のた

めの施策を強化します。

○県は、障害特性に応じたパソコン研修の開催等、ＩＴ化に対応した取り

組みを進めます。

③③③③ 障害福祉版障害福祉版障害福祉版障害福祉版アドプトプログラムアドプトプログラムアドプトプログラムアドプトプログラム

○県は、施設の有する資源や各種イベントを通して、施設の利用者

と地域住民との交流を図り、障害や障害者に対する理解と認識を深

めるための場づくり、及び地域に開かれた施設づくりを働きかけ、

利用者の自立と社会参加の意欲を引き出します。

○県は、県民との協働の視点をもち、ＮＰＯ等の多様な活動、地域におけ

る仲間づくり、余暇活動などについて、住民相互の取り組みを支援しま

す。

○コミュニティにおける「共助」の仕組みづくりを支援するために、県は

障害者相談員、民生委員・児童委員など、地域福祉の推進役との連携の

もとに、地域における自主的な活動の充実に向けた支援を行います。
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○市町村社会福祉協議会は、地域福祉活動を推進するための中心的役割を

担うことから、これまでの実績を十分に検証し、地域独自の活動をより

一層進めるために、奈良県社会福祉協議会とも連携しながら支援を行い

ます。

○県は、ボランティアやＮＰＯ活動に関する情報提供・発信を行う奈良ボ

ランティアネットや、活動を支援するボランティアセンターを運営する

とともに、県や市町村の社会福祉協議会において、体験・学習の場や参

加の機会づくりとしての各種ボランティア講座を開催します。

○県は、各地域でのボランティア活動の仲介や活動に関する助言・支援、

活動団体や関係機関のネットワーク化を促進するボランティアコーディ

ネーターの養成を推進します。

○県内の全ての障害者福祉施設・事業所や特別支援学校が、地域の企業や

学校と協定を結び定期的に交流する障害福祉版アドプトプログラムを構

築します。

④④④④ 農障工農障工農障工農障工のののの連携連携連携連携

○県は、障害者福祉法人の農業参入や、障害者福祉法人と連携する農業生

産法人・農家の取り組みを支援するモデル事業（イニシアルコストへの

支援等）を展開します。

○各障害者福祉法人が必要としている技術的支援に対して、県は関係機関

の窓口を周知し、要望に応えるようにします。

○ＮＰＯ法人「奈良県社会就労事業振興センター」を障害福祉施設等に対

する社会就労支援の中核機関と位置づけ、県は大量受注の確保や授産品

・新たな製品づくりに対する技術支援、製品の販売機会の確保等に対し

積極的に支援を行い、社会就労支援における賃金の向上を図ります。

２２２２．．．．障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用モデルモデルモデルモデルのののの確立確立確立確立

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○働きたいが働き先が見つけられなかっり、居住地の近くでは見つけ

られなかったため、他県までの長時間通勤をしている障害のある人

が少なからず見られます。そこで、奈良県内における職場の開拓も
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含め、障害者の就労に関する環境作りを進めていく必要があります。

○障害者雇用を促進させるため、企業等に対し障害者雇用にかかる理解の促

進を図るとともに、就労に向けてのサポート体制を充実させていく必要が

あります。

○障害の状況や程度によっては、様々な就業形態が必要となるので、短時間

や在宅、仲間との支え合いなど多様な形での就業が可能となるよう、条件

整備を図る必要があります。

○障害者雇用に関しては、既にある仕事に障害者が合わせるのではなく、障

害者の特性・個性に合わせるように仕事を組み替えていくことが必要で

す。（定型業務の切り出し、可視化など）

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 県主導県主導県主導県主導によるによるによるによる障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用モデルモデルモデルモデルのののの開発開発開発開発・・・・実践実践実践実践

○障害者雇用を着実に推進していくためには、障害者や企業の努力のみに

期待するのではなく、県が主導的に取り組むことが必要であり、県が企

業と福祉分野の架け橋となって、実践を通じた障害者雇用モデルの創出、

売れる授産品づくりへの取り組みの拡大、県内企業の障害者雇用への取

り組み等を広げていきながら、企業や県民の理解を深めていきます。

②②②② 事業所事業所事業所事業所としてのとしてのとしてのとしての県庁県庁県庁県庁のののの雇用実践雇用実践雇用実践雇用実践

○県庁内で知的障害者の働く場を開発していく必要があり、直接雇用のモ

デル開発を行います。

○県庁における障害者の雇用の充実に向け、受入体制及び環境の整備を図

り、雇用可能な職域の拡大を進めます。

③③③③ 企業企業企業企業によるによるによるによる障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用のののの推進推進推進推進

○県は、法定雇用率の達成に向けた制度の周知徹底を図り、企業に対して、

障害のある人や障害特性についての理解を進めます。

○県は、障害者就業・生活支援センターの整備を促進し、雇用、福祉、教

育等の関係機関と連携しながら、就業と生活における自立を図るための

継続的な支援を行います。
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○県における物品購入や役務の調達の際、障害者雇用率達成企業や障害者

施設等の積極的活用を進めます。

○県は、県内の大企業に対して特例子会社の設置を働きかけるとともに、

市町村とも連携を行いながら、特例子会社に対する不動産取得税や固定

資産税の減免などによる支援措置の拡充に向けた検討を行います。

○障害者のみならず、高齢者、引きこもり若年者など、社会的に排除され、

労働市場に参加できない人が参加し、公益的な事業を実施する「ソーシ

ャル・ファーム」の活動を県は推進します。

④④④④ 福祉的就労福祉的就労福祉的就労福祉的就労へのへのへのへの支援支援支援支援

○県において物品購入や役務の調達の際、障害者施設等の積極的活用を進

めます。

○県は、授産施設や作業所などを就労継続支援事業、就労移行支援事業や

地域活動支援センターなどの福祉的就労の事業所への移行を進めるとと

もに、企

業との連携を含め新しい展開に向けた検討を進めます。

○県は、就労継続支援事業所などの利用者が地域で生活を行うために必要

な工賃の向上を目的として策定した「工賃倍増計画」に基づき、事業所

等の工賃向上に向けた支援を行います。

○県主催イベント及び県有施設における授産品の販売機会の確保と販売の

促進を引き続き行います。

３３３３．．．．公的機関公的機関公的機関公的機関によるによるによるによる障害者応援障害者応援障害者応援障害者応援システムシステムシステムシステムづくりづくりづくりづくり

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○県内における行政機関、病院、高齢者福祉施設をはじめとする公的機関の

物品購買と役務調達の総額は大きく、これらが障害者福祉施設や特例子会

社に振り向けられれば、工賃倍増や居場所の確保に繋がります

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 公的機関公的機関公的機関公的機関のののの発注拡大発注拡大発注拡大発注拡大

○県は、物品購入や役務調達に関する発注の際、障害者施設等から一定程

度の発注を義務づけるとともに、各機関の発注見込額と発注実績を公表
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します。

○地方自治法施行令の一部改正により、障害者施設からの物品購入や役務

の提供について随意契約が可能となったことを、県は積極的に情報提供

し、障害者施設からの物品購入・役務の提供を進めます。

②②②② 公的機関公的機関公的機関公的機関・・・・大企業大企業大企業大企業によるによるによるによるインターンシッププログラムインターンシッププログラムインターンシッププログラムインターンシッププログラム

○県は、障害のある方が障害状態に合わせて様々な体験ができるような機

会や場を確保するため、公的機関や企業が社会体験やインターンを受け

入れる仕組みをつくります。

○県は、職場実習先などの公共機関や企業にジョブサポーターを派遣して、

障害児（者）の職場実習が円滑かつ効果的に実施されるように支援しま

す。

○県は、障害のある方が職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援やト

ライアル雇用、様々な委託訓練を受けられるよう関係機関との連携を行

います。

４４４４．．．．障害者障害者障害者障害者のののの所得所得所得所得のののの確保確保確保確保

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○障害のある人の世帯における主たる収入源や収入及び生活費の水準並びに

暮らし向きは、生活をするのにぎりぎりのものであり、社会参加や自己実

現のための活動を通して生活の質の向上を図るためには、各種障害者手当

や年金のより一層の充実が望まれます。

○また、障害のある人を支えている親や家族にとっては、そうした支援者が

居なくなった後、いわゆる「親亡き後」の本人の生活を非常に心配してい

る方達も多いことから、障害のある人が一人で安心して暮らしていくこと

のできる各種障害者手当や年金の給付水準を確保する必要があります。

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

① 各種障害者手当・年金等の充実

○障害のある人が安心して生活し、必要とする福祉サービスや医療を受ける

ことができるよう、各種障害者手当や年金等の充実が必要です。このため、

県においても障害者の所得の確保を図るため、国に対して手当や年金の給

付水準の向上を積極的に要望していきます。
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ⅢⅢⅢⅢ．．．．障 害 者障 害 者障 害 者障 害 者 のののの 安 心安 心安 心安 心 のののの 確 保確 保確 保確 保

〔障害者の安心の確保の施策体系〕

１１１１．．．．障 害 者 医 療障 害 者 医 療障 害 者 医 療障 害 者 医 療 のののの 充 実充 実充 実充 実

① 障害者医療のネットワークの構築による在宅ケアの推進

② 重症心身障害児（者）への支援の充実

③ 障害者医療の充実と福祉と医療の連携

２２２２．．．．総 合 的総 合 的総 合 的総 合 的 なななな バ リ ア フ リ ーバ リ ア フ リ ーバ リ ア フ リ ーバ リ ア フ リ ー のののの 推 進推 進推 進推 進

① ハード・ソフト両面からのバリアフリーの推進

② 防災・防犯対策の充実

３３３３．．．．防 災防 災防 災防 災 ・・・・ 防 犯 対 策防 犯 対 策防 犯 対 策防 犯 対 策 のののの 充 実充 実充 実充 実

① 防災知識の普及と避難誘導等の支援の確立

② 防犯体制の向上

③ コミュニティにおける防災・防犯体制の検討

４４４４．．．．相 互 理 解相 互 理 解相 互 理 解相 互 理 解 のののの 推 進推 進推 進推 進 とととと 権 利 擁 護権 利 擁 護権 利 擁 護権 利 擁 護

① 相互理解のための広報啓発の推進

② 権利擁護のための施策の充実
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１１１１．．．．障害者医療障害者医療障害者医療障害者医療のののの充実充実充実充実

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○障害の原因となる疾病等に対する適切な治療のための救急医療、急性期医

療の体制の充実が必要です。

○24時間の診療が可能な精神科救急システムの確立など、地域における適切

な医療体制の整備が求められています。

○障害のある人の自立と社会参加の促進に向けて機能回復を図り、重度化・

重複化や二次障害等を防止するリハビリテーションの推進が求められてい

ます。

○病院から地域への一貫したリハビリテーションシステムについての検討が

必要です。

○近年の医療技術の進歩等による障害の早期発見や初期の対応により、障害

程度の軽減や自立の度合いを高めることが可能となってきています。その

ため、各種健康診査の受診等を進めていくほか、各種相談体制の整備など

の取り組みが必要です。

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 障害者医療障害者医療障害者医療障害者医療ののののネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築によるによるによるによる在宅在宅在宅在宅ケアケアケアケアのののの推進推進推進推進

○県は、奈良県立医科大学も含め、障害者医療のネットワークを構築する

ことにより、専門的な医療を充実するとともに、地域の診療所を支援し、

障害者の在宅医療を推進します。

②②②② 重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児（（（（者者者者））））へのへのへのへの支援支援支援支援

○県は、重症心身障害者について、24時間体制の専門的な医療ケアの施設

整備を図ります。

○県は、知的障害や全身性障害など障害の特性に応じた支援ができるホー

ムヘルパー等の養成を進め、ホームヘルプサービス、ガイドヘルプサー

ビスの充実を図ります。

○医療的ケアを必要とする重症心身障害児（者）の居宅サービスを充実さ

せるため、県は医療との連携を図り、施策の充実に努めます。
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○在宅で生活する重症心身障害児（者）に対し、適切なリハビリテーショ

ンや療育を行うため、重症心身障害児施設において実施している重症心

身障害児（者）通園事業について、県は充実・強化を図ります。

③③③③ 障害者医療障害者医療障害者医療障害者医療のののの充実充実充実充実とととと福祉福祉福祉福祉とととと医療医療医療医療のののの連携連携連携連携

○県は、障害のある人の健康の保持・増進のため、保健・医療と福祉の連

携を強化します。

○県は、各種健康診査の体制を整備し、乳幼児期に限らず、全てのライフ

ステージの中で障害の早期発見体制を充実します。

○県は、障害の受容、その後の療育へのスムーズな移行、家族の心のケア

など、母子保健活動と連携した早期療育体制の充実を図ります。

○県は、地域における身近な療育相談や健康相談などの窓口として、保健

所や市町村保健センターの専門的相談機能を充実し、あわせて保健師等

の質の向上を図ります。

○県は、障害の発生原因となる疾病等の発生予防と早期発見・早期

治療を推進します。

○県は、障害についての深い知識をもった、質の高い医療従事者の

養成確保に努めます。

○県は、奈良県立医科大学附属病院・精神医療センターを中核に、精神科

救急医療体制の充実を図ります。

○県は、脳性まひ等の二次障害に関する正しい知識を普及するためため、

広報活動を積極的に行います。

○県は、退院可能な精神障害者の退院を促進するため、精神障害者地域移

行・地域定着支援事業を実施し、病院と地域をつなぐ支援の充実を図り

ます。

○各医療機関において、聴覚障害、視覚障害、知的障害等に配慮した対応

に努めます。
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○県は、住み慣れた地域において、一体的に予防、治療、在宅生活への復

帰とその継続的な支援ができるようなリハビリテーションの提供体制の

確保に努めます。

○県は、急性期、回復期、維持期にいたる一貫したリハビリテーションシ

ステムの構築を図ります。

○県は、リハビリテーション医療の専門職員の計画的な確保と資質の向上

に努めます。

○障害者の社会自立支援の核となるリハビリテーションセンターなどの施

設は、より安心できる機能を持つ福祉と医療の総合支援拠点としての運

営を目指します。

○県は、中途障害者に対する適切なリハビリテーションについて検討しま

す。

○県は、障害者がいつでも、どこでも、安心して適切な医療を受診できる

よう医療受診体制の整備を図ります。

２２２２．．．．総合的総合的総合的総合的ななななバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーのののの推進推進推進推進

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○誰もが快適で生活しやすいユニバーサルデザインの理念に基づいて、生活

環境の整備を推進するとともに、障害の有無にかかわらず、すべての人が

安全に安心して生活し、社会参加できるような住宅、建築物、公共交通機

関等の生活空間のバリアフリー化を進めていくことが重要です。

○国際観光県として、誰もが訪れやすい観光地としての整備が求めら

れています。

○「バリアフリー新法」などが施行され、バリアフリーに関する取り

組みが進むなか、特定の建築物だけでなく、まちづくりにおける総

合的な対策が必要です。

○障害のある人が災害時等の緊急時に安全に避難できるように、情報提供体

制の構築が求められています。
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（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

① ハード・ソフト両面からのバリアフリーの推進

○県は、視覚障害者や聴覚障害者に対して、点訳・音訳・手話・要約筆記

等のコミュニケーション支援を拡充するため、人材の養成・派遣の充実

や情報提供体制の強化など、情報保障の観点に立った取り組みを進めま

す。また盲ろう者のコミュニケーション手段の確保のため、通訳者や介

助者の養成・派遣に努めます。

○県は、情報提供やコミュニケーションの支援のため、絵文字やかな表示

などの表示方法や、情報伝達手段に配慮します。

○県は、社会参加の一層の推進を図るため、より一層のガイドヘルパーの

養成確保に取り組みます。

○県は、公共施設の情報バリアフリー化を進めるとともに、何が情報のバ

リアとなるか、どうすれば解消できるかなど、マニュアルの作成につい

て検討します。

○県は、ホームページのユニバーサルデザイン化を進めるとともに、ＩＴ

を活用した情報提供を充実します。

○県政広報では、点字広報や音声広報をはじめ、テレビ媒体における情報

提供についても、障害のある人への配慮を進めます。

○県は、日常生活用具としてのパソコン機器の給付や、パソコン講習会の

開催や個別相談により、障害のある人のＩＴ利用の支援に努めます。

○県は、障害のある人の選挙権行使のため、引き続き投票所のバリアフリ

ー化等に配慮するとともに、病院等における不在者投票、郵便等投票な

どの周知に努めます。また、選挙啓発における情報提供のあり方につい

ても配慮します。

○県は、市町村等関係機関と連携し、放置自転車対策の取り組みを進めま

す。

○県は、交通事業者に対する主要駅のバリアフリー化や低床バスの導入等、

交通施設の整備 を進めます。
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○「バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律）」に基づく基本構想を策定する市町村に対し、県は専門的・技術

的支援を行います。

○県内の観光地周辺については、県は民間との協働により、すべての旅行

者にやさしい観光地としての取り組みを進めるとともに、バリアフリー

マップの作成やホームページ上の情報提供など、利用しやすい観光資源

や周辺環境、宿泊施設などについて、広く情報を発信します。

○県は、幅の広い歩道の整備や視覚障害者誘導用ブロックの敷設などのバ

リアフリー化をはじめ、バリアフリー対応型信号機の設置など、誰もが

利用しやすい道路環境の整備に努めます。

○県は、すべての人にとって使いやすい製品の開発や生活しやすい環境の

実現をめざして、ユニバーサルデザインの考え方を普及するための積極

的な啓発を行います。また、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた、

利用しやすい施設や設備などの情報を提供します。

○県は、障害のある人に配慮した住宅の設計事例や施工方法等について、

県営福祉パークで実際に資料の展示をするとともに、インターネットに

より情報を提供します。

○県は、「住みよい福祉のまちづくり条例」に基づき、身近な施設のバリア

フリー化を一層推進するとともに、障害のある人に配慮した施設や設備、

まちづくりについての普及・啓発を進めます。

３３３３．．．．防災防災防災防災・・・・防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策のののの充実充実充実充実

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○災害時に必要な情報を得ることができなかったり、単独での行動ができな

いために安全に避難することが困難であったりする障害者に対して、災害

情報や避難経路等の情報提供や緊急通報システムの整備、地域住民を含め

た身近な地域における支援体制の充実が求められています。

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 防災知識防災知識防災知識防災知識のののの普及普及普及普及とととと避難誘導等避難誘導等避難誘導等避難誘導等のののの支援支援支援支援のののの確立確立確立確立

○県は、障害のある人に対する防災知識の普及、緊急通報システムの整備、

障害者避難対応のマニュアル作成などによる避難誘導等の支援の確立を
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目指すとともに、「避難勧告・指示、避難準備情報」の発令基準を明確化

し、早めの避難を促すようにします。また、障害のある人に配慮した避

難場所の整備など、関係機関との連携を強化します。

②②②② 防災防災防災防災・・・・防犯体制防犯体制防犯体制防犯体制のののの向上向上向上向上

○人にやさしいまちづくり条例の推進を図り、障害があっても安心して暮

らせる地域づくりを進めます。

○県及び市町村の防災計画において、災害時発生における障害者の避難及

び復旧・復興に配慮し、減災に努め、災害に強い安心して暮らせるまち

づくりを進めます。

○県は、お話ファックス（警察への相談等）を周知するとともに、相談体

制の一層の充実を図ります。

○県は、県警本部に設置しているファックス110番やメール110番を周知す

るとともに、効果的な活用を啓発し、緊急通報体制の充実を図ります。

○県は、交番等における相談環境の整備のため、手話のできる警察職員や

障害について知識をもった警察職員の配置を進めます。

○県は、消費者被害の未然防止のため、障害のある人に対する消費者教育

を進めるとともに、あらゆる経済犯罪等の情報提供を行います。

③③③③ コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティにおけるにおけるにおけるにおける防災防災防災防災・・・・防犯体制防犯体制防犯体制防犯体制のののの強化強化強化強化

○コミュニティにおいては、県は市町村及びまちづくり団体等との連携に

より、プライバシーに配慮しながら、障害のある人一人ひとりの生活状

態の把握に努め、地域の防災・防犯体制の強化を図ります。

○県は、地域における自主防災組織や自主防犯団体の育成と活動の活性化

を支援し、市町村との協力体制を構築します。

４４４４．．．．相互理解相互理解相互理解相互理解のののの推進推進推進推進とととと権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○障害のある人もない人も地域で安心してともに生活するためには、住民一

人ひとりが障害のある人に対する心のバリアをなくすことが必要です。
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○障害のある人に対する理解を進めるために、これまで様々な方法で広報啓

発活動を実施してきましたが、より一層の効果的な取り組みが必要です。

○介護給付制度の導入に伴い、意思決定能力や契約締結能力の低い障害のあ

る人の権利擁護が、これまで以上に重要になっています。しかし現状では、

地域福祉権利擁護事業や成年後見制度などが有効に活用されているとはい

えないことから、これらの制度を利用に結びつけるための条件整備が必要

です。

○また、障害のある人すべてが良質なサービスを受ける権利を保障するため

に、サービス評価の実施とその公開によるサービスの質の向上に取り組む

必要があります。

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 相互理解相互理解相互理解相互理解のためののためののためののための広報啓発広報啓発広報啓発広報啓発のののの推進推進推進推進

○障害者週間には、県は啓発や広報活動を重点的に実施します。ま

た、障害当事者と県民がともに語りあう場を増やすなど、啓発方法

の工夫を行います。

○県は、障害のある人への理解を進めるため、関係機関と連携して、学校、

企業、行政の場などでの啓発に取り組んでいきます。また、幼稚園・小

学校・中学校・高校における福祉教育や交流活動を推進します。

○県は、障害に対する理解を得るため、冊子やパンフレットを作成し、配

布するとともに、ホームページ等で障害に関する情報を発信します。

○障害者施設の行事に地域住民が参加したり、地域の行事に施設利用者が

参加することなどを通して、県は相互交流による理解の推進を図ります。

○県は、障害児（者）に対する正しい理解と認識を深めるための教育を推

進するとともに、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ

機会を拡充します。

②②②② 国際交流国際交流国際交流国際交流のののの推進推進推進推進

○県は、福祉に関する国際的視察団の受入れや国際的なフォーラムへの参

加を通じ、国際交流を推進します。

③③③③ 権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護のためののためののためののための施策施策施策施策のののの充実充実充実充実
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○奈良県社会福祉協議会が窓口となる「地域福祉権利擁護事業」や裁判所

に申立を行う「成年後見制度」については、制度の内容等が十分に周知

されていないと考えられることから、県はまず制度の周知に努め、さら

に利用しやすくするための相談環境の充実に取り組みます。

○県は、奈良県社会福祉協議会が設置する運営適正化委員会の活動の充実

を図ります。

④④④④ 事業所事業所事業所事業所・・・・病院等病院等病院等病院等へのへのへのへの指導指導指導指導のののの強化強化強化強化

○県は、福祉サービスの苦情処理システムの整備を図るとともに、障害者

福祉施設等に対する指導を強化し、権利擁護に関する研修等の実施につ

いて積極的に取り組むよう働きかけます。

○県は、精神科病院入院者の権利擁護のために、精神科病院に対する指導

を強化します。
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2222．．．．障 害 種 別障 害 種 別障 害 種 別障 害 種 別 ご と のご と のご と のご と の 取取取取 りりりり 組組組組 みみみみ

○障害のある人が、誇りと生きがいをもって地域で安心して暮らすこ

とができるようにするためには、前項でこれまでに述べてきた施策

の他に、障害の特性に配慮した障害の種別ごとの施策や支援が必要

です。

○このため、「障害者の生活、介護等に関する実態調査」において判明した、

身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者

並びに重複障害者ごとの課題やニーズに配慮した施策や支援を実施してい

きます。

〔障害種別ごとの施策体系〕

１１１１．．．．身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

① 身体障害の種別ごとの施策と支援の実施

② 住まいとまちづくり

③ 収入と生活状況

２２２２．．．．知的障害者知的障害者知的障害者知的障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

① 家族のサポート体制の充実

② 地域の住まいづくり

③ 就労の促進と収入の向上

④ 福祉サービスの質・量の充実

３３３３．．．．精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

① 医療機関との連携による相談支援体制の構築

② 社会参加と就労の促進

４４４４．．．．発達障害者発達障害者発達障害者発達障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

① 早期発見・早期療育の実現に向けた体制づくり

② 障害に対する正しい理解に関する普及・啓発

５５５５．．．．高次脳機能障害者高次脳機能障害者高次脳機能障害者高次脳機能障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

① 障害に対する正しい理解に向けた普及・啓発

② 利用しやすい制度の整備

６６６６．．．．重複障害者重複障害者重複障害者重複障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

① 障害特性に応じたサービスの提供体制の確保
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１１１１．．．．身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○実態調査から、住まいとまちづくりに関して、身体障害者の方は、自

らの持ち家で暮らす人が多く（70%超）、しかし、その自宅に関して

は、階段や段差が多く不便と感じる割合が30.1%と高い。一方で将

来暮らしたい場所は「このまま自宅で暮らしたい」が80%を超えて

います。住宅については、改修等個々で住宅整備を行っているのが

現状です。

○公共交通機関や駅のバリアフリー化を計画的に推進していますが、

身体障害者の半数以上の人が、一人で遠方への外出が可能であるも

のの、バリアフリー化が進んでいない施設に対する困難を感じる割

合も高くなっています。

○世帯の主な収入源は、本人の就労収入の割合が24.1%と高く、パソコンを

使っている人の割合も39.2%で、パソコンの使用目的では、「仕事の道具と

して使っている」が、30%です。

○パソコンを在宅勤務の道具として使用している割合は、5.3%であり、必ず

しも高いとは言えませんが、今後の日中の過ごし方の希望として、自営業

や内職・自宅での仕事等自宅で過ご すことを希望する割合が高くなっ

ています。

○身体障害者の方は、企業での就労やＩＴを等を活用した在宅勤務をされて

いる方の割合が他の障害者と比較して高いと思われますが、｢世帯の暮ら

し向き｣や｢今の生活状況の感じ方｣に関する問では、｢生活に余裕がある｣、

｢満足｣の割合が、他と比べて必ずしも高い割合を示している訳ではなく、

このことから賃金水準が十分なものとなっていないことが推測されます。

○身体障害者は、就労能力があるにもかかわらず、外出に困難を伴うため、

社会参加や就労がしづらいといった課題があると考えられます。

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 「「「「住宅住宅住宅住宅」」」」とととと「「「「まちまちまちまち」」」」のののの整備整備整備整備によるによるによるによる面的面的面的面的ななななバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化のののの推進推進推進推進

○情報面を含めた総合的なバリアフリーの推進及び｢人にやさしい街

づくり｣を推進し、身体障害者の社会参加を促進します。
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②②②② 多様多様多様多様なななな働働働働きききき方方方方のののの創出創出創出創出とととと賃金水準賃金水準賃金水準賃金水準のののの向上向上向上向上

○ＩＴを活用した在宅勤務、テレワーク等をより一層進め、障害の

特性に応じた多様な働き方や雇用機会の創出により、身体障害者が

有する能力の活用を通じて賃金水準の向上を図ります。
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２２２２．．．．知的障害者知的障害者知的障害者知的障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○生活状況に関しては、自宅で親・兄弟と暮らしている方の割合が高

く、一方、障害者施 設で暮らしている方の割合も11.7%あり、将

来暮らしたい場所として、「グループホーム に入居したい」が10.

8%あります。

○現在の入所先は、｢家族が自分に合ったところを探してくれた｣が40.5%で、

世帯の主な収入源についても、｢家族が働いて得た収入｣が45.0%と半数近

くを占める等、家族が中心となって自宅で支えており、家族依存型とな

っている現状があり、家族に対するサポート、相談支援体制の充実・質

的向上が必要です。

○困ったときの相談相手は、家族の他、「施設の指導員など」に相談する割

合が26.4%と高く、市町村の相談窓口（11.8%）や相談支援事業所（4.6%）

は低くなっています。

○グループホーム、ケアホームの重要性が指摘されているが、財政的

支援が不十分であり、整備があまり進んでいません。

○企業等で働いた経験がある人は少なく（20.6%）、「働きたいが就職

先がない」（16.7%）、「企業の仕事についていく自信がない」（60.8%）

といった理由が高くなっています。

○平日昼間の居場所として、通所施設や作業所に通う人の割合が高い

ものの、世帯の主な収入源では「家族が働いて得た収入」（45.0%）、

「本人の年金」（21.4%）の割合が高く、一方で世帯の年間収入は10

0万円未満が31.4%となっています。

○こうしたことから、福祉就労の工賃が低く、家族の収入や年金に依存し

低所得の割合が高いといった課題がみられます。

○福祉サービスの利用に関して、平日の昼間の居場所として31.4%の人が、

通所施設や作業所に通っていますが、一人で遠方まで外出が出来る人は1

4.9%、一人での外出は困難という人は44.1%になっています。
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○こうしたことを反映して、現在利用している福祉サービス及び今後利用

したい福祉サービス共に、｢短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）｣、｢移動支援｣、「日中

一時支援」の割合が高くなっています。

○今後の日中の過ごし方の希望では、「通所施設などで工賃を得る仕事をし

たい」（25.8%）が高く、サービスを利用しやすくするために必要なこと

では、「障害特性や年齢に応じたきめ細かいサービスの種類を増やす」（3

7.2%）ことや「施設職員等の障害に対する理解や介護技術の向上」（28.2

%）といった質の向上を求める傾向があり、また、「通所やショートステ

イを利用する際の送迎サービスを強化する」の割合も22.5%と高くなって

います。

○行政に望むこととしても「短期入所（ショートステイ）サービスの充実」

（16.3%）、「障害者の個々の状況に応じた日中活動の場の充実」（26.6%）、「グ

ループホームやケアホームの整備推進」（24.6%）のように日中の居場所の

確保に関することの他、「授産施設や作業所等への支援」（27.4%）、「入所

施設の充実･整備推進」（21.7%）と作業所や施設の整備・充実を求める割

合も高いものとなっています。
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（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 家族家族家族家族ののののサポートサポートサポートサポート体制体制体制体制のののの充実充実充実充実

○家族へのサポート体制を充実させるため、県自立支援協議会による

地域自立支援協議会の活性化に向けた働きかけを行い、市町村の相

談支援の質の向上を図ります。

②②②② 地域地域地域地域のののの住住住住まいづくりまいづくりまいづくりまいづくり

○実態調査の結果から、知的障害者の方は自立志向が高くグループホー

ムの充実や民間賃貸住宅を活用し地域の住まいづくりが必要と考え

られます。このため、グループホームの整備が進まないことについ

て要因を分析し、奈良県独自の効果的な整備手法を検討のうえ、計

画的な整備推進を図ります。

③③③③ 就労就労就労就労のののの促進促進促進促進とととと収入収入収入収入のののの向上向上向上向上

○授産品の質の向上を目指し工賃倍増5カ年計画に基づき実施している、

経営コンサルティング、設備整備等への助成をより一層推進していきま

す。

○障害者の職業紹介・マッチングに関してハローワーク及び特別支援

学校が対応してきましたが、働きたいけれど働けない、企業につい

ていけないといった課題を解決するため、就労に向けたマッチング

機能の充実・強化を推進を目的として、

・経営団体、労働団体、福祉団体、行政による体制整備（社団法人

の設立）

・アンテナショップによる作業所製品の高度化、販路拡大、商品開発

・公的機関による授産品の調達の拡大等の取り組みを行います。

また、新設の社団法人による企業と障害者の相互理解を進めると共に、

将来的には職業紹介の実施を検討します。

○障害者にとって重要な収入源である障害年金を十分なものとするため、

その給付水準の向上を国に働きかけます。

④④④④ 福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの質質質質・・・・量量量量のののの充実充実充実充実

○知的障害者は、福祉サービスを利用し事業所に滞在している時間が長い

と考えられるため、福祉サービスの質・量の両面から充実を図ることが

必要です。
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○このため、基盤整備等事業所への財政的支援を通じて経営の向上による

人材 の養成・確保を図り、併せてサービスの中身の充実、授産施設等に

おける作 業等の質の向上を通じて、利用する障害者の満足度を高め、工

賃アップと生 活の質の向上を図ります。

３３３３．．．．精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○実態調査の結果から、精神障害者の方の生活活状況に関して、持ち家に

居住している方の割合（53.8%）が相対的に低く、借家（12.7%）で同居

者のいない一人暮らしの割合（15.0%）が高いことがわかりました。

○しかも、現在の入居先の利用経緯は、家族が探す割よりも医療機関から

の紹介（50.0%）が高く、外出の状況でも、一人での外出が困難（16.7%）

という方の割合は低いが、外出目的は｢通院｣が59.9%と6割近くを占めま

す。

○困った時の相談相手も、「かかりつけ医」が42.2%となっています。

○精神障害者の方は、その障害特性から、人付き合いが乏しく支援者（家

族を含む）との接点が少ない一方で、医師・医療機関との関わりが大き

く、医師・医療機関との連携が重要な課題であると考えます。

○社会参加と就労・収入に関して、近所づきあいを殆どしていない（33.0%）、

地域行事に参加したことがない（53.2%）といった割合が高く、世帯の主

な収入源は｢本人が働いて得た収入｣が4.4%と低のなっています。

○57.1%の人が企業等で働いた経験があるが、「病気のため現在は働くこと

ができない」という人も33.6%います。しかしながら、「自分のペースで

好きな仕事ができるなら働きたい」という人も41.9%にのぼります。

○現在の生活状況を｢不満｣（24.8%）と感じている方の割合が相対的に高く、

今後の日中の過ごし方の希望では、「自宅で内職などの仕事をしたい」（4.

0%）、「自宅でパソコン等を使った仕事（在宅勤務）がしたい」（5.1%）、「自

宅や施設等で過ごしたい」（21.7%）等、自宅で過ごすことを希望する傾

向が見られます。



36

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 医療機関医療機関医療機関医療機関とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制のののの構築構築構築構築

○福祉と医療の連携については、各事業所や病院が個別に相談等対応し

ているのが現状であり、連携に向けた取り組みについても地域間の

格差があると考えられます。このため、各地域自立支援協議会が中

心となって、地域や圏域レベルでの医師・医療機関とのネットワー

クを構築します。

②②②② 社会参加社会参加社会参加社会参加とととと就労就労就労就労のののの促進促進促進促進

○障害特性から社会参加の機会が乏しく、また障害に対する理解も進

んでいないため、就労や雇用が進まない現状を解決するため、精神

障害者への職業紹介はハローワークが主として担っているが、今後

はより一層、障害特性に応じた多様な雇用機会の創出（短時間労働、

週・月当たり数日間の就労）を目指すことが重要です。

○このため、新設する社団法人の活動を通じて、企業と精神障害者の相互

理解を促進し、企業と連携してマッチングのための職業紹介等の仕組み

を構築します。

○県と社団法人による精神障害者の雇用促進に向けた啓発活動も積極的に

展開します。

○実態調査の結果から、｢相談支援の充実｣（40.5%）、｢地域住民への理解

を深める啓発｣（36.9%）を行政の取り組みで必要なこととして望む割合

が高く、「障害を理解してもらいたい」、「相談を聴いてもらいたい」と

いうニーズが高いものと考えられることから、地域自立支援協議会が中

心となって、医師・医療機関を含めた地域の中の関係機関のサポート、

ネットワークの構築、相談支援の充実・強化を図りつつ、地域住民等に

対する理解の促進、普及・啓発に努めます。

○県は、地域の人々が心の健康に関心を持ち、精神疾患等について、

当事者や家族または地域の人々に対する正しい知識の普及を図り、

過剰な不安等を軽減するための施策を進めます。

○地域の人々が心の健康に関心を持ち、精神疾患の初期症状や前兆

に対処することができるよう、県は心の健康づくりに関する知識の



37

普及・啓発を行います。

○障害の要因となる疫病や精神疾患等について、県は当事者や家族

または地域の人々に対する正しい知識の普及を図り、過剰な不安等

を軽減するための施策を進めます。

○教育機関と連携し、障害に対する正しい知識の普及・啓発に努めます。

４４４４．．．．発達障害者発達障害者発達障害者発達障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○早期に障害に気づき早期に療育実施する体制の整備が必要です。

○教育機関と連携し教育現場における適切な相談支援体制の整備推進

が求められます。

○

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期療育早期療育早期療育早期療育のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

○現在、南和圏域に配置している療育コーディネーターを全圏域に配置し

ます。

○発達障害者支援センターの運営を充実・強化します。

○教育と福祉及び医療機関が連携し、幼少期から成人期にかけてライフス

テージに応じて一貫したサポート体制の構築を図ります。

○療育サポートブックの作成と普及を図り、居住地が変わっても途切れる

ことのないサポートを実施します。

○

②②②② 障害障害障害障害へのへのへのへの理解理解理解理解にににに関関関関するするするする普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発

○現在、南和圏域に配置している療育コーディネーターを全圏域に配置し

ます。

○発達障害者支援センターの運営を充実・強化します。



38

○教育機関とも連携して発達障害に関する理解の普及・啓発を行います。

○

○
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５５５５．．．．高次脳機能障害者高次脳機能障害者高次脳機能障害者高次脳機能障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○高次脳機能障害の特性から、家庭生活や就労において様々な課題を抱えて

いるが、福祉サービスに繋がりにくいといった課題があり、家族の負担が

増大している。

○

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 障害障害障害障害にににに対対対対するするするする正正正正しいしいしいしい理解理解理解理解にににに向向向向けたけたけたけた普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発

○高次脳機能障害に関する理解に向けた普及・啓発に取り組みます。特に

企業等に対する普及・啓発を重点的に行い、就労に関する障害固有の困

難さや課題の解決を図ります。

○高次脳機能障害支援センターの運営を充実・強化し、当事者やその家族

からの相談にきめ細かく応じることのできる体制を整備するとともに、

当該センターの活動を通じて、社会や地域に対する障害への理解の普及

・啓発を行います。

○

○

②②②② 利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい制度制度制度制度のののの整備整備整備整備

○高次脳機能障害は、現状の福祉サービスに繋がりにくい、利用しにくい

といった課題がみられることから、必要なサービスが必要に応じて利用

できるよう、福祉と医療が連携して福祉サービス繋げるための相談支援

を実施します。

○

○

６６６６．．．．重複障害者重複障害者重複障害者重複障害者にににに係係係係るるるる施策施策施策施策のののの充実充実充実充実

（（（（１１１１））））現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○

○

（（（（２２２２））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性

①①①① 障害特性障害特性障害特性障害特性にににに応応応応じたじたじたじたサービスサービスサービスサービスのののの提供体制提供体制提供体制提供体制のののの確保確保確保確保

○
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第第第第 ４４４４ 部 圏 域 別 計 画部 圏 域 別 計 画部 圏 域 別 計 画部 圏 域 別 計 画

Ⅰ．奈良市

Ⅱ．西和

Ⅲ．中和

Ⅳ．東和

Ⅴ．南和

第第第第 ５５５５ 部 数 値 目 標 一 覧部 数 値 目 標 一 覧部 数 値 目 標 一 覧部 数 値 目 標 一 覧

第第第第 ６６６６ 部 資 料 編部 資 料 編部 資 料 編部 資 料 編

Ⅰ．委員名簿

Ⅱ．計画策定の経緯

Ⅲ．ニーズマップ


